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わが町のここが聞きたい

建物登記の周知するなど
柔軟な対応を

建物登記周知

問
登記制度の周知強化答

岩谷　　司 議員
いわ や つかさ

質問者の動画が
視聴できます。

問

　岩
谷
議
員

　
家
屋
の
新
築
・
増
改
築
や
解
体

時
に
お
い
て
、
登
記
申
請
が
所
有

者
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

町
へ
の
届
出
の
際
に
法
務
局
へ
の

登
記
手
続
き
の
必
要
性
を
周
知
す

る
な
ど
、
柔
軟
な
対
応
を
行
う
考

え
は
。

答

　町
長

　
家
屋
評
価
時
や
滅
失
届
の
際
の

対
面
機
会
を
活
用
し
、
所
有
者
に

登
記
手
続
き
の
必
要
性
を
丁
寧
に

情
報
提
供
す
る
と
と
も
に
、
広
報

等
を
通
じ
て
周
知
を
図
っ
て
い
く
。

　
消
防
団
報
酬

消
防
団
報
酬
の
考
え
方
は

『
国
の
基
準
を
根
拠
に

　設
定
』

問

　岩
谷
議
員

①
近
年
の
災
害
発
生
状
況
や
活
動

実
態
を
踏
ま
え
、
改
定
後
の
出

動
報
酬
額
は
妥
当
と
考
え
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
算
定
根

拠
と
町
の
基
本
的
な
考
え
方
は
。

②
出
動
報
酬
に
係
る
活
動
時
間
の

起
算
点
・
終
点
や
計
測
・
確
認

方
法
は
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
支
給
手

続
き
は
関
係
法
令
や
町
財
務
規

則
に
基
づ
き
適
正
に
運
用
さ
れ

て
い
る
の
か
。

答

　町
長

①
消
防
団
員
の
報
酬
は
国
の
基
準

を
根
拠
に
見
直
し
、
年
額
報
酬

を
１
４
０
０
０
円
か
ら
３
６
５

０
０
円
に
増
額
す
る
と
と
も
に
、

出
動
報
酬
を
１
回
４
０
０
０
円

か
ら
活
動
時
間
に
応
じ
て
日
額

２
０
０
０
円
〜
８
０
０
０
円
へ

改
定
し
た
。
近
隣
自
治
体
と
の

均
衡
も
踏
ま
え
、
妥
当
な
額
と

考
え
て
い
る
。

②
活
動
時
間
は
、
現
場
へ
出
発
し

た
時
点
か
ら
、
作
業
終
了
後
に

資
機
材
の
整
理
等
を
終
え
て
解

散
し
た
時
点
ま
で
と
し
て
い
る
。

確
認
は
分
団
の
出
動
明
細
と
消

防
署
の
出
動
記
録
を
照
合
し
て

行
い
、
支
給
手
続
き
は
条
例
に

基
づ
き
適
正
に
処
理
し
て
い
る
。

　
消
防
団
員
出
動
報
酬

廃
棄
物
焼
却
事
案
へ
の

消
防
団
出
動
と
報
酬
の

扱
い
は

『
出
動
報
酬
は
支
給
、

　

※

求
償
不
可
』

問

　岩
谷
議
員

①
令
和
７
年
５
月
17
日
に
発
生
し

た
関
字
小
島
崎
の
廃
棄
物
焼
却

事
案
に
お
い
て
、
出
動
要
請
が

な
さ
れ
た
第
11
分
団
、
第
12
分

団
、
第
16
分
団
及
び
第
17
分
団

に
対
し
、
本
件
の
出
動
報
酬
は

支
給
さ
れ
た
の
か
。

②
本
事
案
の
よ
う
に
法
令
違
反
行

為
に
起
因
し
て
消
防
団
が
出
動

し
た
場
合
、
経
費
負
担
や
求
償

の
考
え
方
に
つ
い
て
町
と
し
て

ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
の

か
。

答

　町
長

①
関
字
小
島
崎
の
廃
棄
物
焼
却
事

案
に
お
け
る
消
防
団
の
出
動
報

酬
は
支
給
し
て
い
る
。

②
消
防
団
は
市
町
村
の
行
政
機
関

で
あ
り
、
そ
の
費
用
は
消
防
組

織
法
に
よ
り
市
町
村
が
負
担
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

出
火
原
因
が
法
令
違
反
行
為
で

あ
っ
て
も
、
出
動
経
費
を
原
因

者
に
負
担
さ
せ
た
り
求
償
し
た

り
す
る
法
的
根
拠
は
な
い
と
整

理
し
て
い
る
。

※求償…本来損害を負担すべき人に、代わりに弁済した者がその費用や損害の賠償を求めること。

　
　
　
　
　
　ア
ク
セ
ス
道
路
　整
備
　

八
木

　史
議
員

大
髙
恒
藏
議
員

岩
根

　環
議
員

今

　勝
吉
議
員

岩
谷

　司
議
員

七
戸

　仁
議
員

代
替
施
設
　整
備

「
ゆ
と
り
」
代
替
施
設
の
整
備
は

　
　
　
　
　
　
　景
観
整
備
　安
全
対
策
　

十
二
湖
エ
リ
ア
の
景
観
整
備
と
安
全
対
策
は

町
長
初
予
算

　重
点
施
策
　

町
長
初
予
算

　重
点
施
策
は

白
神
岳
登
山
口
ア
ク
セ
ス
道
路
の
整
備
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　柔
軟
　対
応

建
物
登
記
の
周
知
す
る
な
ど
柔
軟
な
対
応
を

地
域
資
源
　
　
　
　
　持
続
可
能

地
域
資
源
を
生
か
し
た
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
は

一
般
質
問

一
般
質
問

第
１
４
３
回
定
例
会

編集の都合により、掲載は実際の質問順とは異なりますのでご了承願います。

　一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
町
の
行
政
全
般
に

わ
た
り
、
執
行
機
関
に
行
政
財
政
の
運
営
や
現

行
の
政
策
、
将
来
に
対
す
る
方
針
な
ど
に
つ
い

て
考
え
を
質
し
、
報
告
や
説
明
を
求
め
、
よ
り

良
い
方
向
へ
導
く
も
の
で
す
。

た
だ

つぶやき

町民に分かりやすい
行政事務を望む


